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Ⅰ　総説 



 1　管内図

　　管内の状況

　※平成17年10月１日に平良市、城辺町、下地町、伊良部町、上野村が合併して宮古島市となった。

　宮古保健所が管轄している宮古群島は、大小８つの有人島からなり、総面積 225.9平方㎞である。隆起

サンゴ礁からなる平坦な島々で、年平均気温24.9℃、湿度80％、降水量 2635.0ミリで冬は暖かく、夏で

も海から吹く風が炎暑を和らげてくれる、年間を通して温暖な亜熱帯海洋性気候である。

　群島の中心をなしている宮古島は、県庁所在地である那覇市の南西方約290㎞の距離に位置する。当宮

古保健所は、１市１村※を管轄し、管内人口は53,458人、世帯数は26,426世帯(令和６年４月１日現在)で

ある。人口に占める高齢者の割合は、県全体の22.6％に対し、管内では27％(令和２年国勢調査)と高い。
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宮古島市

● 宮古保健所
〒906-0007
沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476番地
TEL 0980-72-2420
FAX 0980-72-8446

287km

令和６年４月１日現在 人　口 世帯数

沖 縄 県 1,462,046 643,411

宮古保健所
管内

53,458 26,426

宮古島市 52,448 25,944

多良間村 1,010 482

※沖縄県企画部統計課ＨＰ「沖縄県統計資
料WEBサイト」掲載の推計人口を参照
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 2　沿革

昭和27年 4月 琉球政府の設置に伴い、厚生局宮古保 昭和27年 4月 琉球政府創立と同時に宮古民生事務所

　　　 健所として元宮古群島政府慈善病院跡 　　　 として発足する。

において業務を開始。 　　　   9月 地方庁設置法により、宮古地方庁社会

　　　  11月 平良市字西里187番地に新庁舎竣工移 課となる。

転。 昭和28年11月 社会福祉事業法が制定公布。

昭和28年 4月 行政府事業部局組織法の改正により、 昭和29年 9月 琉球政府行政事務局組織法の改正によ

厚生局は社会局となる。 り福祉地区ごとに福祉に関する事務所

　　　   9月 社会局組織規則の公布により財政課、 を設置。

衛生課、保健予防課の３課が設置され 昭和29年10月 宮古地方庁社会課から宮古福祉事務所

る。 に改編される。

昭和35年 3月 社会局組織規則の一部改正により看護 昭和32年11月 琉球政府行政事務局組織法の改正によ

課を新設。保健予防課職員のうちで公 り、庶務課と保護課の２課を新設。市

衆衛生看護婦をもって看護課を構成す 内あけぼの旅館に事務所を置く。その

る。 後４回の移転を経て、昭和36年に宮古

昭和36年 8月 行政府事業部組織法の改正により社会 総合庁舎に移転。

局は厚生局となる。 昭和47年 5月 沖縄の本土復帰により、沖縄県宮古福

昭和40年 1月 フィラリア防遏本部が保健所内に設置 祉事務所となる。

される。 昭和48年 4月 平良市福祉事務所の新設に伴い、業務

昭和43年 1月 平良市字東仲宗根807番地に保健所新 の一部を移管する。

庁舎竣工移転。 　　　　 6月 行政組織の一部改正により、福祉課を

　　　   5月 厚生局組織規則の一部改正により衛生 新設。老人、身障、児童、母子、精薄

監視員伊良部駐在所廃止。 福祉５法のほか、婦人保護事業と家庭

　　　   6月 佐良浜公看駐在所、多良間公看駐在所 児童相談員を配置。

落成。 　　　　同月 庶務課を総務課と改称し、地域福祉担

　　　   7月 保健所に歯科診療業務開始される。 当指導員を配置。

昭和47年 5月 沖縄の本土復帰により沖縄県宮古保健 　　　　 7月 平良市字下里853-1沖縄食糧販売合資

所となる。 会社２階に移転。

　　　　同月 池間保健婦駐在が平良駐在から独立新 昭和53年 4月 宮古総合庁舎に移転。

設される。 福祉事務所の機構改革に伴い次長の職

昭和49年 3月 池間保健婦駐在所落成。 を置く。主事であった生活保護査察指

　　　　 7月 乳幼児一斉健診開始。 導員を主任主事に改める。

昭和50年 2月 医師官舎新築落成。 　　　　 6月 婦人相談員の業務の集中管理体制に基

昭和53年 4月 組織規則の一部改正により次長の職を づき、婦人相談所へ業務を移管する。

置き総務課を設置する。 昭和54年 8月 主任主事が主査へ職名変更となる。

昭和54年 フィラリア防遏。 昭和59年 4月 福祉事務所の機構改革により、次長兼

昭和57年 巡回療育相談事業が小児発達センター 総務課長が次長兼保護課長となる。

の協力で開始。 地域福祉担当指導員を廃止する。

昭和57年11月 平良市字東仲宗根476番地に保健所現 平成 5年 4月 老人、身障の措置権を町村へ譲渡。

庁舎竣工。 平成 6年 4月 福祉事務所の組織再編により、総務課

　　　　12月 現庁舎へ移転。 と福祉課を統廃合し、地域福祉課とす

昭和58年 6月 沖縄県食品衛生協会宮古支部設立。 る。

昭和59年 3月 多良間保健婦駐在所落成。 平成 7年 4月 老人福祉法、身体障害者福祉法に基づ

昭和63年11月 フィラリア防圧記念第20回沖縄県公衆 く措置事務等に係る管内町村への指導

衛生大会開催及びフィラリア防圧記念 監査業務が、県庁生活福祉部福祉総務

碑建立。 課より移譲される。

平成 2年 3月 犬一時抑留所落成。 平成 8年 4月 沖縄県行政組織規則の一部改正により

平成 3年 4月 脳卒中情報システム事業開始。「脳出 　　　 宮古支庁福祉課（企画開発部地域・離

血ゼロ作戦」を保健所・宮古地区医師 島振興局所属）となり、地域福祉係及

会・市町村共催で実施。 び保護係の二係体制となる。

平成 4年 2月 宮古保健所管内健康まつり。 町村立保育所措置事務等に係る指導監

平成 5年 1月 厚生省多目的コホート調査研究事業開 査業務が、県庁生活福祉部福祉総務課

始(10年計画)。 より移譲される。

平成 5年 3月 健康増進室施設落成。

平成 6年 9月 宮古地区禁煙大会開催。

平成 7年 7月 特定疾患医療費助成申請受付事務開始。

　　　　12月 「東京～宮古HOT交流会」実施。 平成 9年 4月 町村社会福祉協議会に対する指導監査

平成 8年 9月 管内初の腸管出血性大腸菌感染症（O 業務が、県庁生活福祉部福祉総務課

157・O26)患者発生により感染症対策 より移譲される。

初動体制の確立。

旧宮古保健所の沿革 旧福祉事務所の沿革
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(前ページからのつづき)

平成 9年 2月 保健所内部改装、デイケア室、総合相 平成12年 4月 身体障害児への補装具及び日常生活用

談窓口設置。 具の給付事務が町村へ移譲される。

　　　　同月 「失語症ライブ」開始。

　　　　 3月 保健婦駐在制廃止。

　　　　 4月 組織規則の一部改正により、総務課（

庶務班・企画情報班）、健康増進課（

健康増進班・疾病予防班）、保健福祉

課（精神保健福祉班・地域保健推進班

）、生活環境課が設置される。

　　　　10月 「全国失語症友の会宮古島交流会」開

催。

平成 8年 地域保健推進特別対策事業。離島小規

　～平成 9年 模町村保健婦設置促進事業。管内町村

保健婦の確保を図る。

平成10年 4月 多良間村保健婦確保困難のため保健婦

業務委託(１年契約)。

平成10年 地域保健特別対策事業「離島小規模町

　～平成11年 村保健婦確保対策事業」宮古広域事務

組合での取り組み。

平成　9年 厚生科学研究事業「健康科学総合研究

　～平成11年 事業」分担研究「広域的障害者プラン

を中心としたモデル事業」。

平成12年 3月 障害者プラン策定支援活動報告書「P

CMを用いた障害者支援活動報告～広

域的障害者福祉計画策定に向けて」発

刊。

平成10年 厚生科学研究事業「こども家庭総合研

　～平成12年 究事業」分担研究「障害児の家族を含

めた保健・医療ケアに関する研究」。

平成12年11月 平成12年第２回厚生労働省多目的コホ

ート班会議開催（全国会議）。

平成13年 3月 「宮古島における療育相談のあゆみ」

発刊。

平成13年 9月 「全国地域生活支援ネットワークフォ

ーラムin宮古」開催（保健・医療・福

祉共催）。

平成14年 9月 宮古断酒会10周年記念大会。

平成14年11月 宮古地区精神障害者家族会福祉連合会(みどりの会)20周年記念大会。

平成15年 1月 麻疹患者全数把握事業開始。沖縄における「はしか"０"プロジェクト行動計画」開始。

平成15年 4月 身体障害者、知的障害者の施設利用が措置制度から支援費制度に移行。

平成16年 6月 厚生労働省多目的コホート研究第１回地域会議開催。

平成16年10月 心臓検診の実施主体を宮古保健所から県立宮古病院に移行。
平成17年10月

平成18年 3月 福祉課が宮古支庁舎から現在の場所へ移動。

平成18年 4月 沖縄県行政組織の一部改正により課体制から班体制に、所長直轄で企画調整スタッフが設置さ

れる。

平成19年12月 「第一回宮古地区新型インフルエンザ対策想定訓練」実施。

平成20年 3月 一般健康診断業務終了。

平成21年 4月

平成21年 7月 新型インフルエンザの流行。

平成23年 4月 福祉保健部の組織再編により企画調整スタッフを廃止。「庶務班」を「総務企画班」に改める。

平成23年 9月 「宮古断酒会20周年記念大会」を実施。

平成25年 1月 「歯科室」を改装し、25年７月から食品検査室として運用。

平成26年 3月 老朽化のため医師官舎を廃止する。

平成26年 4月 沖縄県行政組織規則の一部改正により、福祉保健部宮古福祉保健所から子ども生活福祉部宮古
福祉保健所となる。

市町村合併（多良間を除く）に伴い、生活保護法、児童福祉法、特別児童扶養手当等、心身障
害者扶養共済制度業務が宮古島市へ移譲される。

沖縄県行政組織規則の一部改正により企画部宮古支庁宮古福祉保健所から福祉保健部宮古福祉
保健所となる。

旧宮古保健所の沿革 旧福祉事務所の沿革

平成14年 4月 1日　宮古支庁福祉課と宮古保健所の組織統合により宮古福祉保健所がスタート
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(前ページからのつづき)

平成31年 3月 外壁及び屋上補修工事を施工

平成31年 3月 宮古福祉事務所が宮古合同庁舎へ移転

令和元年 5月 元号が令和となる（5月1日）

令和 2年 新型コロナウイルス感染症の拡大

令和 2年 4月 沖縄県新型コロナウイルス感染症対策宮古地方本部設置（令和2年4月15日付）

令和 5年 5月 新型コロナウイルス感染症が２類相当から５類感染症に移行。（令和5年5月8日）

令和 6年 4月 沖縄県行政組織規則の一部改正により、保健医療部宮古保健所から保健医療介護部宮古保健所
となる。

平成28年4月1日　宮古保健所と宮古福祉事務所に組織分離し、保健医療部宮古保健所となる。
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 3　組織図(令和６年４月１日現在)及び業務内容

  35人

  ３人

（1）組織図 定　数

会計年度任用職員

所 長

班 長 １人
臨床検査技師 １人
管理栄養士 １人
主 任 １人
保健師 ４人

班 長 １人
薬剤師 ２人
獣医師 ２人
衛生監視員 ５人
獣医師（会計年度） １人
廃棄物監視指導員 １人
（会計年度）
住宅宿泊補助員 １人
（会計年度）

保健所運営協議会

感染症診査協議会

地域保健班
８人

生活環境班
13人

健康推進班
８人

総務企画班
６人

班 長 １人
主任保健師 ２人
主 任 １人
主 事 １人

保健師 ３人

班 長 １人
主 任 １人

主 事 ２人
保健師 １人
運転士 １人
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（2）各班の業務内容

〔総務企画班〕
1 予算、決算及びその他会計事務の総括に関すること。
2 現金出納、歳入に関すること。
3 金銭分任出納員に関すること。
4 監査の総括に関すること。
5 職員の人事、服務、研修、給与及び福利厚生に関すること。
6 労働安全衛生に関すること。
7 公務災害に関すること。
8 災害対策、健康危機管理対策に関すること。
9 公有財産及び物品の管理に関すること。
10 公用車の管理に関すること。
11 医療計画の推進に関すること。
12 保健所運営協議会に関すること。
13 所長会議、所内会議に関すること。
14 公印の管理に関すること。
15 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
16 行政情報化事務の総括に関すること。
17 処務細則に関すること。
18 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関すること。
19 保健事業者研修受入れに関すること。
20 保健所活動概況の編集に関すること。

〔健康推進班〕
1 健康づくりに関すること。
2 アルコール対策に関すること。
3 保健医療計画の推進に関すること。
4 地域・職域連携推進事業に関すること。
5 タバコ対策に関すること。
6 がん対策に関すること。
7 栄養関係事業に関すること。
8 市・村栄養関係事業に関すること。
9 食環境整備（食deがんじゅう応援店）に関すること。
10 栄養成分表示等に関すること。
11 給食施設の指導に関すること。
12 栄養調査に関すること。
13 歯科保健事業に関すること。
14 障害児（者）歯科保健に関すること。
15 歯科医師会、歯科衛生士会との連携に関すること。
16 結核予防の啓発活動に関すること。
17 接触者健康診断に関すること。
18 結核治療（DOTS）支援に関すること。
19 結核サ－ベイランスに関すること。
20 感染症診査協議会に関すること。
21 結核特別対策推進事業に関すること。
22 定期健康診断報告に関すること。
23 結核事務に関すること。
24 感染症予防及び相談、調査に関すること。
25 感染症サ－ベイランスに関すること。
26 予防接種に関すること。
27 X線検査に関すること。
28 X線機器、機材の保守及び整備に関すること。
29 臨床検査に関すること。
30 食中毒、伝染病発生時の細菌検査に関すること。
31 栄養調査における臨床検査に関すること。
32 検査機器、資材の保守及び整備に関すること。
33 石綿健康被害者救済制度に関すること。
34 多目的コホート研究事業に関すること。
35 健康危機管理に関すること。
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〔地域保健班〕
1 精神障害者の社会復帰に関すること。
2 家族会育成、支援に関すること。
3 精神障害者の入院措置・個別支援等に関すること。
4 精神病院の実地指導に関すること。
5 市村の精神保健福祉対策の推進、支援に関すること。
6 自殺対策に関すること。
7 精神保健福祉法に関すること。
8 障害者総合支援法に関すること。
9 心神喪失者医療観察法に関すること。
10 精神保健福祉普及啓発に関すること。
11 母子保健に関すること。
12 小児慢性特定疾病に関すること。
13 自助活動育成支援に関すること。
14 市村母子保健推進、支援に関すること。
15 受胎調節実施指導員認定事務に関すること。
16 関係機関の連携に関すること。
17 難病対策に関すること。
18 指定難病の申請事務に関すること。
19 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の相談に関すること。
20 原爆被爆者健康診断及び個別相談に関すること。
21 保健師に関すること。
22 特定町村支援に関すること。
23 学生実習に関すること。
24 健康危機管理に関すること。

〔生活環境班〕
1 食品衛生法に基づく営業許可及び営業届等の事務に関すること。
2 食品の収去、検査及び一般食品衛生の指導に関すること。
3 食中毒調査に関すること。
4 家庭用品に関すること。
5 食品衛生協会、関係団体の指導に関すること。
6 理容所、美容所、クリーニング所の確認及び指導監督に関すること。
7 興行場、旅館、公衆浴場の許可事務及び指導監督に関すること。
8 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に関すること。
9 ハブクラゲ等海洋危険生物対策に関すること。
10 そ族昆虫及び衛生害虫の駆除指導に関すること。
11 と畜場法、食鳥処理法及び化製場法並びに死亡獣畜取扱場に関すること。
12 狂犬病の予防、野犬の捕獲、咬傷事故に関すること。
13 動物の愛護及び管理に関すること。
14 医療法、医薬品医療機器等法、毒物劇物に関すること。
15 医師、歯科医師その他医療関係者に関すること。
16 血液事業に関すること。
17 あん摩等に関する法律及び柔道整復師法に関すること。
18 覚せい剤取締法の施行に関すること。
19 麻薬及び向精神薬取締法に関すること。
20 公害苦情の処理及び調査指導に関すること。
21 公害に対する情報収集及び関係機関との連絡調整に関すること。
22 水質汚濁防止法に関すること。
23 赤土等流出防止条例に関すること。
24 大気汚染防止法に関すること。
25 フロン排出抑制法に関すること。
26 ダイオキシン類特別措置法に関すること。
27 温泉法に関すること。
28 土壌汚染対策法に関すること。
29 沖縄県生活環境保全条例に関すること。
30 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理業の監視指導に関すること。
31 浄化槽法に関すること。
32 自動車リサイクル法に関すること。
33 PCB特別措置法に関すること。
34 研修の実施に関すること。
35 住宅宿泊事業法に関すること。
36 健康危機管理に関すること。
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 5　令和６年度歳入・歳出状況

（1）令和６年度科目別歳入決算状況、対前年度比較

一般会計 単位：千円

0 0 0 －

 （項）使用料 0 0 0 －

（目）衛生使用料 0 0 0 －

（節）建物使用料 0 0 0 －

（款）財産収入 2 0 2 －

（項）財産売払収入 2 0 2 －

（目）物品売払収入 2 0 2 －

（節）不用品売払代 2 0 2 －

（款）諸収入 134 103 31 130.1%

（項）雑入 134 103 31 130.1%

 （目）雑入 134 103 31 130.1%

（節）雑入 134 103 31 130.1%

136 103 33 132.0%

（款）使用料及び手数料

合　 　　 計

科　　　目　　　名 令和６年度 令和５年度 増減額 対前年度比
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(2) 令和６年度歳出予算科目別執行状況、対前年度比較

単位：千円

（款）衛生費 53,263 137,275 △ 84,012 38.8%

           （項）公衆衛生費 5,810 5,272 538 110.2%

（目）公衆衛生総務費 0 0 0 -

（目）予防費 1,950 1,855 95 105.1%

（目）結核対策費 565 747 △ 182 75.6%

（目）精神衛生費 543 545 △ 2 99.6%

（目）母子保健衛生費 471 350 121 134.6%

（目）小児慢性特定疾患等対策費  230 120 110 191.7%

（目）健康増進推進費 1,813 1,374 439 132.0%

（目）原爆障害対策費 8 10 △ 2 80.0%

（目）特定疾患対策費 230 271 △ 41 84.9%

           （項）環境衛生費 20,917 19,495 1,422 107.3%

（目）環境衛生総務費 800 888 △ 88 90.1%

（目）食品衛生指導費 13,645 12,816 829 106.5%

（目）環境衛生指導費 6,472 5,791 681 111.8%

           （項）環境保全費 860 1,201 △ 341 71.6%

（目）環境保全費 860 1,201 △ 341 71.6%

           （項）保健所費 25,248 25,657 △ 409 98.4%

（目）保健所費 21,243 20,273 970 104.8%

（目）保健所施設整備費 4,005 5,384 △ 1,379 74.4%

           （項）医 薬 費 428 85,650 △ 85,222 0.5%

（目）医務費 129 85,315 △ 85,186 0.2%

（目）薬務費 290 335 △ 45 86.6%

（目）ハブ対策費 9 0 9 -

（款）民生費 171 155 16 110.3%

                                                  （項）社会福祉費 171 155 16 110.3%

（目）障害者自立支援諸費 171 155 16 110.3%

（款）総務費 0 0 0 -

（項）総務管理費 0 0 0 -

（目）人事管理費 0 0 0 -

（款）労働費 0 0 0 -

（項）労政費 0 0 0 -

（目）労政総務費 0 0 0 -

（款）教育費 0 0 0 -

（項）大学費 0 0 0 -

（目）看護大学費 0 0 0 -

53,434 137,430 △ 83,996 39%合　　　　　　計

一般会計

科　　目　　名 令和６年度 令和５年度 増減額 対前年度比
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 6　所内業務案内 令和６年度

午　　前 午　　後

結 核 患 者 接 触 者 健 康 診 断 、
結核患者管理検診（精密検査）＊

毎月
第３火曜日

13:00～15:30

B型・C型肝炎ウイルス、ＨＩＶ、梅
毒、クラミジア検査・相談 ＊

火・木 9:00～11:00 13:00～15:00

B 型 ・ C 型 肝 炎 治 療 費 助 成 申 請
及 び 相 談

月～金 9:00～11:30 13:00～16:30

喫 煙 可 能 室 設 置 施 設 申 請 月～金 9:00～11:30 13:00～16:30

美 ぎ 酒 飲 み カ ー ド 発 行 月～金 9:00～12:00 13:00～17:00

先 進 医 療 不 妊 治 療 費 助 成

妊娠高血圧症候群等療養援護費申請

小児慢性特定疾病医療費助成申請
及 び 相 談

難
病

特定医療費（指定難病）支給認定申請
及 び 相 談

月～金 9:00～11:30 13:00～16:30

精 神 保 健 福 祉 相 談 月～金 9:00～11:00 13:00～16:00

精 神 科 医 相 談
偶数月：第３木曜日
奇数月：第３月曜日

14:00～17:00
(予約制)

食 品 衛 生 相 談

環 境 衛 生 相 談

動 物 業 務 相 談

医 事 ・ 薬 事 相 談

宮 古 断 酒 会 毎週金曜日 19:00～21:00

エ メ ラ ル ド グ リ ー ン グ ル ー プ 毎週火曜日 19:00～20:00

四つ葉の会（膠原病友の会） 不定期

と ぅ ん が ら の 会 （ 神 経 難 病 ） 不定期

網膜色素変性症患者・家族の集い 不定期

あ ま い る の 会 不定期

実施曜日

感
染
症
関
係

相談窓口（電話）

9:00～11:30

健
康

づ
く
り

業務内容
時　　　間

月～金 13:00～16:30

健康推進班
（0980-73-
5074）

母
子
保
健

地域保健班
（0980-72-
8447）

不定期

 
自
 
主
 
活
 
動
 
支
 
援

精
神
保
健

福
祉

不定期

地域保健班
（0980-72-
8447）

不定期

不定期

生活環境班
（0980-72-
3501）

月～金

生
 
活
 
環
 
境

8:30～12:00
(予約制)

13:00～16:00
（予約制）
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7　協議会

　（1）宮古保健所運営協議会

　　　ア 開催日時：令和７年３月５日　15：00～17：00

　　　イ 開催場所：宮古保健所　健康増進室

　　　ウ 議事内容

　　　　（ア）人口動態調査について

　　　　（イ）2024年度感染症発生状況と保健所の対応について

　　　　（ウ）宮古保健所における母子保健に係る市村支援について

　　　　（エ）サキシマハブ発見に係る対応について

　　　エ 宮古保健所運営協議会委員 

　（2）感染症診査協議会

　　　ア 根拠法令

　　　　（ア）感染症法第24条

　　 各保健所に感染症の診査に関する協議会を置く。

　　　　（イ）感染症法第24条第３項

　　 協議会は次に掲げる事務をつかさどる。

　　　　（ウ）感染症法第24条第４項、第５項

     協議会は、委員３人以上で組織する。

　　 る。ただし、その過半数は医師のうちから任命しなければならない。

　　a.都道府県知事の諮問に応じ、第18条第１項の規定による通知、第20条第１項
　　　(第26条において準用する場合を含む）の規定による勧告及び第20条第４項
　　　(第26条において準用する場合を含む）の規定による入院の期間の延長並びに
　　　第37条の２第１項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を
　　　審議すること。

    b.第18条第６項及び第19条第７項（第26条において準用する場合を含む。)の規
      定による報告に関し、意見を述べること。

　　 委員は、感染症指定医療機関の医師、感染症の患者の医療に関し学識経験を有
　　 する者（感染症指定医療機関の医師を除く）、法律に関し学識経験を有する者
　　 並びに医療及び法律以外の学識を有する者のうちから、都道府県知事が任命す

  地域保健法第11条、沖縄県保健所運営協議会要綱に基づき、管内市村の地域保健
及び保健所の運営に関する事項を審議する。

役 職 名 氏　　名 区　　分 所 属 機 関 名 任 期

委員 湧川　博昭 市町村代表 宮古島市市民生活部 R9.2.21

委員 下地　千里 関係行政機関代表 県立宮古病院 〃

委員 竹井　太 医療関係団体代表 宮古地区医師会 〃

委員 本永　昌代 医療関係団体代表 宮古地区歯科医師会 〃

委員 下地　睦夫 医療関係団体代表 宮古地区薬剤師会 〃

委員 宮城　亮子 医療関係団体代表 沖縄県看護協会宮古地区 〃

委員 砂川　美枝子 福祉関係団体代表 宮古島市民生委員児童委員協議会 〃

委員 砂川　勤 学校保健関係者代表 宮古島市教育委員会 〃

委員 柿本　節子 職域保健関係者代表 宮古島市商工会議所(女性会) 〃

委員 本永　安子 利用者代表 宮古地区婦人連合会 〃
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　　　イ 令和６年度の開催状況及び承認件数

　　開催回数  ７回

　　※協議会では、治療状況の確認や事例検討及び管内の結核の課題等の協議も行って

　　いる。

　　　ウ 宮古保健所感染症診査協議会委員

　　承認件数　８件（第37条の２　８件）

氏　名 現　　職　　名

田仲　斉 　　　県立宮古病院（医師）

具志堅　弘樹 　　　県立宮古病院（医師）

中村　献 　　　中村胃腸科内科（医師）

兼城　隆雄       宮古島徳洲会病院（医師）

伊東　秀胤 　　　宮古島総合法律事務所（弁護士）

松原　静子 　　　宮古島市人権擁護委員協議会委員

13


